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－１－ 



令和７年第３回（９月）御杖村議会定例会（第１号） 

令和７年９月９日（火） 

開議 午前１０時００分 

◎議事日程［審議結果］ 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  諸般の報告  ・議会運営委員会                      ８月２１日 

                  ・例月出納検査                  ５月・６月・７月分 

・奈良県広域消防組合議会臨時会        ７月２８日開催 

・曽爾御杖行政一部事務組合議会臨時会   ７月３１日開催 

・桜井宇陀広域連合議会臨時会         ７月３１日開催 

・東宇陀環境衛生組合議会臨時会        ８月２６日開催 

日程第４  行政報告 

日程第５  一般質問 

日程第６  議案第３３号  【原案可決】 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第７  議案第３４号  【原案可決】 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第８  議案第３５号  【むらづくり委員会付託】 

御杖村立集会施設等使用条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第９  議案第３６号  【むらづくり委員会付託】 

財産の無償譲渡について 

日程第１０ 議案第３７号  【むらづくり委員会付託】 

御杖村過疎地域持続的発展計画の変更について 

日程第１１ 議案第３８号 【予算決算委員会付託】 

令和７年度御杖村一般会計補正予算（第３号）の議定について 

日程第１２ 議案第３９号 【予算決算委員会付託】 

令和７年度御杖村介護保険特別会計補正予算（第２号）の議定について 

日程第１３ 議案第４０号 【予算決算委員会付託】 

令和７年度御杖村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の議定について 

日程第１４ 認定第１号  【予算決算委員会付託】 

令和６年度御杖村一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１５ 認定第２号  【予算決算委員会付託】 

令和６年度御杖村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１６ 認定第３号  【予算決算委員会付託】 

令和６年度御杖村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１７ 認定第４号  【予算決算委員会付託】 

令和６年度御杖村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１８ 認定第５号  【予算決算委員会付託】 

令和６年度御杖村簡易水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１９ 認定第６号  【予算決算委員会付託】 

令和６年度奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合市町村特別会計(御 

杖村)歳入歳出決算の認定について 

日程第２０ 諮問第２号  【原案答申】 

         人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第２１ 同意第７号  【原案同意】 

         御杖村固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求めることについて 
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日程第２２ 同意第８号  【原案同意】 

         御杖村固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求めることについて 

日程第２３ 報告第２号  【原案報告済】 

         令和６年度御杖村教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に 

関する点検・評価の報告について 

◎本日の開議に付した事件 

       議事日程に同じ 

◎出席議員（７名） 

      議 長  寺 前 伊 平 君      副議長  山 岡 隆 良 君 

１ 番  影 山 英 章 君      ２ 番  小 田 靜 男 君 

３ 番   森  源 五 君      ４ 番  福田 麻衣子 君 

７ 番  盛 岡 英 成 君 

◎欠席議員（０名） 

◎会議録署名議員 

       ６ 番  山 岡 隆 良 君      ７ 番  盛 岡 英 成 君  

◎地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職・指名 

村      長         伊 藤  収 宜 君 

副  村 長          中 嶋  英 樹 君 

教  育  長            鈴 木  泰 弘 君 

総務課長           今 井   智  君 

むらづくり振興課長     片 岡  保 昌 君 

産業建設課長        中 村  康 幸 君 

住民生活課長        仲 子  雄 史 君 

政策推進課長        古 谷  匡 敏 君 

保健福祉課長        川 上  隆 二 君 

会計管理者         松 本 慶 一  君 

教育委員会事務局次長  古 谷 依 子 君 

◎職務のため議場に出席した事務局職員 

      事務局長    森 本 成 則 君 

 

散会  午前１１時４９分 
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◎[発言記録] 

（午前１０時００分開議） 

 

◎開会及び開議の宣言 
○議長（寺前伊平君）：皆さん、おはようございます。令和７年第３回御杖村議会定例会をご案内させて

いただいたところ、ご出席をいただきありがとうございます。全議員が出席でございます。地方自治法

第１１３条の規定による定足数に達しておりますので、本日の令和７年第３回 御杖村議会定例会は

成立致しました。よって、ただ今から、開会致します。ただちに、本日の会議を開きます。本日の議事

日程は、配布済み日程第１号のとおりと致します。 

 

◎会議録署名議員の指名 
○議長（寺前伊平君）：日程第１･会議録署名議員の指名を行います。御杖村議会会議規則第１２７条

の規定に基づき、会期中における会議録署名議員は、６番山岡隆良君、７番盛岡英成君を指名しま

す。 

 

◎会期の決定 
○議長（寺前伊平君）：次に、日程第２、会期の決定を行います。お諮りします。本定例会の会期は、

本日から９月１９日までの１１日間としたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月１９日までの１１日間と決定

しました。 

 

◎諸般の報告（議会運営委員会） 
○議長（寺前伊平君）：次に、日程第３、諸般の報告を行います。はじめに、８月２１日に開催されまし

た議会運営委員会の報告を求めます。議会運営委員会委員長、森源五君。 

○委員長（森源五君）：はい。 

○議長（寺前伊平君）：森源吾君。 

○委員長（森源五君）：それでは、８月２１日に開催いたしました議会運営委員会の会議結果につい

て、報告をいたします。当日は、全委員出席のもと、令和７年第３回、９月定例会の運営について協

議を行いました。まず、会期及び会期中の日程について協議を行い、会期を ９月９日から１９日ま

での１１日間とし、会期中の日程については、９月９日火曜日、午前１０時開会、全員協議会を９月 

１０日水曜日、むらづくり委員会を９月１２日金曜日、予算決算委員会を９月１６日火曜日、いづれも

午前９時開会、続会議を９月１９日金曜日、午前１０時開会と決定いたしました。また、一般質問に

つきましては、通告締切を９月１日月曜日、午後５時までとし、質問日は、９月９日の開会日と決定

いたしました。次に、開会日における、議事日程および議事進行の取り扱いについて協議を行いま

した。協議の結果でありますが、村長提出の議案第３５号御杖村立集会施設等使用条例の一部を

改正する条例の制定について、議案第３６号財産の無償譲渡について、議案第３７号御杖村過疎

地域持続的発展計画の変更についての３案件については、むらづくり委員会へ、令和７年度一般

会計及び特別会計における補正予算３件と令和６年度一般会計及び特別会計並びに事業会計に 
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おける歳入歳出決算認定６件の計９案件については、予算決算委員会へ、それぞれ付託すること

とし、その他の条例２件、諮問１件、同意２件の計５案件については、開会日に即決することと致しま

した。また、令和６年度御杖村教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に関する点

検評価の報告については、開会日報告と致しました。最後に、次回令和７年第４回定例会の会期を

検討するため、継続調査申出書を続会日に提出することを決定して委員会を閉じました。以上で、

簡単でございますが議会運営委員会の報告といたします。 

○議長（寺前伊平君）：森委員長、ご苦労様でした。 

 

◎諸般の報告（例月出納検査） 
○議長（寺前伊平君）：次に、監査委員より例月出納検査について、５月から７月分の結果報告書をい

ただいています。抜粋の写しを配布しておりますので、報告といたします。 

 

◎諸般の報告（奈良県広域消防組合議会臨時会） 
○議長（寺前伊平君）：次に、７月２８日に開催されました奈良県広域消防組合議会臨時会の報告です

が、議事の進行上、報告書の写しを配布させていただいていますので、写しをもって報告に変えさ

せていただきます。 

 

◎諸般の報告（曽爾御杖行政一部事務組合議会臨時会） 
○議長（寺前伊平君）：次に、７月３１日に開催されました曽爾御杖行政一部事務組合議会臨時会の報

告を求めます。派遣議員を代表して、２番小田靜男君よろしくお願いします。 

○２番（小田靜男君）：はい。 

○議長（寺前伊平君）：はい。 

○２番（小田靜男君）：それでは去る、７月３１日午前１０時より御杖村議会委員会室において開催さ

れました、令和７年第１回曽爾御杖行政一部事務組合議会臨時会の報告をさせていただきます。 

曽爾村からは、佐治議員、東口議員、大向議員が出席し、御杖村からは盛岡議員、福田議員、私

小田が出席致しました。最初に、坂井事務局長から本村議会議員の改選に伴う役員改選により、

新たに本組合議会の派遣議員となった盛岡議員と私の照会をしていただいたあと、本組合前議

長の葛城議員が退任により、議長が空席となっているいることから、東口副議長が職務代行してい

ただく旨の報告がありました。東口副議長の議会成立宣言のあと、議席の指定が行われ、続いて

空席となっている本組合議会議長選挙が行われました。議長選挙においては、東口副議長による

指名推薦となり、曽爾村の大向實議員が当選されました。大向議長の就任の挨拶のあと、議長交

代が行われ、大向議長の進行により、会議録署名議員に､３番福田議員､５番盛岡議員の指名に

つづき、会期を１日間と決定し、審議に入りました。付議された案件は、同意１件、本組合議会選

出の監査委員に本村福田議員の選任同意が上程され、全会一致で同意することに決定いたしま

した。福田議員の監査委員就任の挨拶のあと、大向議長の閉会宣言がなされ、午前１０時８分に

閉会しました。以上、簡単でありますが曽爾御杖行政一部事務組合議会定例会の報告とさせてい

ただきます。 

○議長（寺前伊平君）：小田議員、ご苦労様でした。 
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◎諸般の報告（桜井宇陀広域連合議会臨時会） 
○議長（寺前伊平君）：次に、同じく７月３１日に開催されました、桜井宇陀広域連合議会臨時会の報

告を求めます。派遣議員、１番影山英章君よろしくお願いします。 

○１番（影山英章君）：はい。 

○議長（寺前伊平君）：影山君。 

○１番（影山英章君）：ただ今、議長の許可を得ましたので、去る令和７年７月３１日木曜日、午後３時か

ら、御杖村山村開発センター大集会室において開催されました、令和７年桜井宇陀広域連合議会

第１回臨時会の報告をさせていただきます。大園広域連合議会議長の開会宣言、金剛広域連合長

から招集挨拶の後、会議に入り、議事日程に基づいて、まず本村議会議員選挙後に新たに本広域

連合議会派遣議員となった私の議席を指定した後、会議録署名議員２名の指名、会期の決定をし、

広域連合長から提出議案の説明がありました。当日の会議では、条例の一部改正２件、監査委員の

選任同意１件について審議が行われ、各議案について全員賛成をもって、原案どおりこれを可決さ

れました。それでは、この臨時会に提出された議案の概要について、簡単に報告します。まず条例

改正です。議案第１０号桜井宇陀広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、新たにに規定された部分休業等に係る

当該条例の所要の改正が提案されました。続いて、議案第１１号桜井宇陀広域連合職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部改正については、育児介護休業法の改正により、妊娠、出産、育児

期にある職員又は職員の配偶者に対して子の年齢に応じた働き方を実現する措置を講ずる等規定

されたことにより、当該条例について所要の改正が提案されました。続いて、同意案件です。同第３

号桜井宇陀広域連合監査委員の選任につき同意を求めることについてでありますが、空席となって

おりました議会選出の監査委員を選任するもので、私影山が監査委員として同意いただきました。最

後に、広域連合長から閉会の挨拶があり、午後３時２０分に閉会いたしました。なお、臨時会に先立

ち午後２時から開催した全体協議会において、提出議案である、条例改正２件と同意案件について

の説明が事務局からありました。以上、令和７年桜井宇陀広域連合議会第１回臨時会の報告とさせ

ていただきます。 

○議長（寺前伊平君）：影山議員、ご苦労様でした。 

 

◎諸般の報告（東宇陀環境衛生組合議会臨時会） 
○議長（寺前伊平君）：次に、８月２６日に開催されました東宇陀環境衛生組合議会臨時会の報告を求

めます。派遣議員、６番山岡隆良君よろしくお願いします。 

○６番（山岡隆良君）：はい、議長、６番山岡。 

○議長（寺前伊平君）：山岡君。 

○６番（山岡隆良君）：それでは、令和７年東宇陀環境衛生組合議会臨時会の報告をさせていただ

きます。去る８月２６日、全員協議会早期終了のため午後１時４５分より、令和７年東宇陀環境衛生

組合議会臨時会が東宇陀クリーンセンターにおいて開催されました。宇陀市からは組合議長とし

て松浦利久子議員、組合議員として中川ゆり子議員、森田明子議員、勝井太郎議員が出席いた

しました。曽爾村からは組合議員として岡本久光議員、松本喬議員、大向實議員が出席いたしま

した。御杖村からは組合副議長として私山岡、組合議員として影山英章議員、森源五議員が出席 
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いたしました。組合議会定例会については、１０名出席、定数１０名で議会は成立し、議長のご挨

拶後、御杖村議会議員選挙において新たに組合議員となられた山岡、森、影山３議員の紹介を

行いました。その後日程に基づき、議席の指定、会議録署名議員の指名、会期の決定を行い、芝

田管理者の挨拶後議事に入りました。議席の指定については、本組合議会の申し合わせ事項、

東宇陀環境衛生組合議員歴が短い者を１番議席から順番に、組合議員歴が長い者を１０番議席

とする申し合わせにより１番影山議員、２番森議員、３番中川議員、４番森田議員、５番岡本議員、

６番大向議員、７番松本議員、８番山岡議員、９番勝井議員、１０番松浦議員とすることで決定され

ました。付議された案件は、議案第４号公用車塵芥車売買契約の締結について、同意第１号東宇

陀環境衛生組合公平委員の選任同意について以上２件が提案されました。議案第４号公用車塵

芥車売買契約の締結について、３４，５３６，３６０円、いすゞ自動車近畿株式会社奈良支店支店長

岡本和美との売買契約の締結が可決されました。また、岡本久光議員より、購入後の公用車塵芥

車の処分方法についての説明を求め、提案者より売却の方向で検討しているという説明が行われ

ました。同意第１号公平委員会委員の選任同意について、提案前任の御杖村推薦の德田福男氏

の任期満了による退任で、同じく御杖村からの推薦で箸中温充氏の就任が可決されました。以上

２件が原案どおり全会一致により可決され、午後２時６分に閉会とされました。以上をもちまして、

東宇陀環境衛生組合臨時会の報告とかえさせていただきます。 

○議長（寺前伊平君）：山岡議員、ご苦労様でした。以上で諸般の報告を終わります。 

 

◎行政報告 
○議長（寺前伊平君）：次に、日程第４、行政報告をお願いします。伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：議長。 

○議長（寺前伊平君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：９月定例会の開会にあたりまして、行政報告をさせていただきます。まず、去

る７月７日に十津川村にて、奈良県簡易水道協会の総会が開催されました。簡易水道事業を取り

巻く環境は、人口減少に伴う水道料金等の減少、また水道施設の老朽化や近年頻発する地震や

台風等自然災害への対応など厳しさが増してきております。このような状況の中、本総会におきま

しては、令和８年度の国の予算確保に向け、簡易水道事業へのさらなる財政支援の拡充、強化を

要望していくことを確認致しました。つづきまして、三重県側へのアクセス道路であります国道３６８

号につきまして、去る７月２２日に名張市で国道３６８号改修期成同盟会の総会が開催され、寺前

議長と共に出席をさせていただきました。総会では、三重県各建設事務所から令和７年度の国道

３６８号改修事業について説明を受けました。また、本村寺前議長の提案で、当該期成同盟会が８

月１９日に予定しています中部地方整備局と三重県庁への要望活動には、各市町村議会の議長

にも同行いただけることになりました。よって去る８月１９日に、寺前議長と共に名古屋市に有ります

国土交通省中部地方整備局と三重県庁への要望活動を行ってまいりました。中部地方整備局で

は道路部長と道路調査官に、三重県庁では一見知事をはじめ県土整備部長、次長、関係建設事

務所長に対応をしていただきました。会長であります北川名張市長からの全般要望に続きまして

各市町村から地元に関する陳情を行いました。本村といたしましては、上長瀬工区及び下太郎生

工区の早期事業完了に重点を置き、合わせまして石名原工区や奥立川工区、仁柿峠バイパスの 
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整備促進の要望を致しました。中部地方整備局や三重県庁からは、国道３６８号の整備には５年 

前と比べて２倍以上の予算を確保して現在事業を進めています。令和８年度予算の確保にも鋭意

努力を致しまして事業の推進を図ってまいります。当期成同盟会におかれましても今後の更なる

予算確保に向けて中央省庁などへの要望活動もお願いしますとの回答をいただきました。期成同

盟会では、中央省庁などへの要望活動を来年度早期に行う計画を致しておりまして、構成団体が

連携してより一層の要望活動に取り組んでまいりたいと考えております。続きまして、本定例会に

提案させて頂きます令和６年度の決算につきましては、歳入の確保と経費削減や創意工夫などに

努めた結果、全会計とも黒字を維持することができました。この秋に５年に一度の国勢調査が実施

されます。これにより交付税の算定基礎となる国勢調査人口の減少が見込まれることから、今後の

財政運営につきましては、さらに厳しくなることが予想されます。適切な投資はしっかりと行いつつ、

無駄のない行財政運営に引き続き努めてまいりたいと思います。結びに、本定例会には、決算認

定をはじめ、条例改正や補正予算、人事案件等、1８件を提案しております。慎重審議の上、可決

賜りますようお願い申し上げまして、９月定例会の行政報告とさせていただきます。 

○議長（寺前伊平君）：これで、行政報告を終わります。 

 

◎一般質問 

 影山議員「移住・定住対策の具体的な取組みについて」 

○議長（寺前伊平君）：次に、日程第５、一般質問を行います。通告に基づき、発言を許可します。１

番影山英章君。 

○１番（影山英章君）：はい、議長。 

○議長（寺前伊平君）：影山君。 

○１番（影山英章君）：ただいま議長の許可を得ましたので、一般質問させていただきます。少子高

齢化は本村はもちろん我が国が抱える最も深刻な社会問題です。先日８月６日のＮＨＫ報道では、

残念ながら奈良県下の人口減少率のワースト１に本村が挙げられました。御杖村の基幹産業であ

る第一次産業の農林業のみならず、商業やサービス業を含めた全ての分野においての担い手が

不足している厳しい現状です。それにより地域活動や地域行事における助け合いも危ぶまれてい

ます。この問題を少しでも食い止めるには、やはり移住や定住者の増加を促す具体的な取組みが

急務と考えます。また、移住定住していただくには、住む場所の確保が必須条件と考えます。そこ

で、村長が在職一期目からの公約に移住定住対策の促進を掲げられ、長期総合計画にも掲げら

れておられます移住定住の環境整備の課題で、移住前の相談から住まい就職の支援まで必要な

支援をきめ細かく行うことが求められますと記載されていますが、具体的にどのような支援をされて

いるのかお聞かせください。また、空き家情報バンクを通じた移住定住者への住まいの斡旋につ

いてもどのように取り組まれているのかお聞かせください。この後は、自席にて質問させていただき

ます。 

○議長（寺前伊平君）：答弁を求めます。伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：議長。 

○議長（寺前伊平君）：はい、村長。 

○村長（伊藤収宜君）：ただ今の影山議員への回答でございます。移住定住への具体的な取り組み

に関しては、まずは御杖村を知っていただく為の交流人口関係人口の創出が必要と考えており、 
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通年実施していますやまと姫マラソン、ホタル鑑賞会、雑巾ダッシュのイベントに加え、その他小規

模な交流関係人口に関わる各種イベントを実施しているところです。また交流人口の創出の観点

から言えば２０１３年から奈良県立大学と連携事業を行っており、これまで約１００名の学生が村で

活動を行い、先週には宮城大学の学生１０人と共に活動を行いました。将来、何らかの形で村と関

わりを持っていただけるよう期待しているところです。このような中、実際に移住を希望される方々

への支援、また移住を検討されている方に向けまして、まずは御杖村での生活を体験するため移

住体験住宅を利用していただき、より御杖村を知ってもらえるよう取り組んでおり、これまで２５世帯

の方に利用いただき６世帯の移住に繋がっているところでございます。空き家情報バンクについて

は、登録件数が少ないことから、固定資産税納税通知書にリーフレットを同封し登録を案内してお

ります。また来月１０月４日には、村内事業所と連携した移住フェアを開催し、移住や空き家情報

バンク登録に興味のある方への案内を行う予定でございます。移住前の相談から住まい、就職の

支援につきましては、移住体験住宅の利用にも必要な、空き家情報バンク利用者登録を行ってい

ただき、空き家情報バンクに登録されている物件の案内、内覧を行い宅地建物取引業者との媒介

契約に向け担当課で対応しております。また、空き家の活用促進として空き家改修補助金、家財

道具等処分補助金も用意しております。就職についても村内事業所の紹介や、移住される方の中

には村内事業所で必要となる資格を有する方もいらっしゃいますので、事業所への取り次ぎ等も

行っているところでございます。よろしくお願いします。 

○議長（寺前伊平君）：はい、１番影山英章君。 

○１番（影山英章君）：ご答弁ありがとうございます。いずれにしても移住先として選ばれる村を目指

すには、既存の地域産業の担い手の確保が一番の理想だと思います。しかしながら、私は多様的

な移住プランの提案ＰＲやイベント時においての積極的な取り組みをすることも一つの得策ではな

いかと考えます。たとえば本村の通信インフラは一部の地域を除いては問題がないため、テレワー

ク環境を含めた二拠点生活の提案も一つだと考えます。それに加えて移住促進についての提案

発信についても、先程村長がおっしゃられたリーフレットですね、そちらの方も道の駅、旅行村など

の指定管理施設に常設するという一番身近な方法、発信手段として取り入れていただくことも一つ

の方法と考えます。村長としてのお考えをお聞かせください。 

○議長（寺前伊平君）：答弁を求めます。伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：はい。議員おっしゃられますようにこれからいろいろな方策を考えて情報発信

していくのが必要だと思います。今後、テレワーク環境を含める二拠点生活によります移住は、選

択肢として大いに考えられることから、移住体験住宅にWifi環境を整え利用していただいておりま

す。移住促進の情報発信については、現在、御杖村空き家情報バンクのご案内と空き家と事業に

関する各種補助金のリーフレットを作成し、イベントや担当課窓口で案内をさせていただいており

ますが、議員おっしゃられますとおり指定管理施設等への常設についても、今後行っていきたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

○１番（影山英章君）：議長。 

○議長（寺前伊平君）：影山英章君。 

○１番（影山英章君）：ご答弁ありがとうございます。本村の人口推移ですが、５年後には約１，０００

人、１０年後には８００人台と大幅な減少が予想されます。ひとりでも多くの移住定住者に来ていた

だき、選んでいただく。有効かつ積極的な受け入れ体制の確立を期待しております。質問は以上

となります。ありがとうございます。 
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○議長（寺前伊平君）：これで、一般質問を終わります。 

 

◎議案第３３号職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部 
を改正する条例の制定について 

［上程、説明、質疑、討論、採決］ 
○議長（寺前伊平君）：次に、日程第６、議案第３３号職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題と致します。本案については、議会運営委員会委員長の報

告のとおり即決案件と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：議長。 

○議長（寺前伊平君）：村長。 

○村長（伊藤収宜君）：本案につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に

伴い、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を容易にするため、仕事と育児の両立支援

制度の利用に関する職員の意向確認等の措置について、条例改正するものでございます。詳細

については、総務課長より説明申し上げます。 

○総務課長（今井智君）：はい、議長。 

○議長（寺前伊平君）：総務課長。 

○総務課長（今井智君）：改正の内容について、ご説明いたします。第１７条の３を第１７条の４とし、

第１７条の２を第１７条の３に改め、新たに第１７条の２としまして、任命権者は、職員からの妊娠、

出産等について申出があった場合及び職員の子が３歳になるまでの適切な時期に、職員に対し

て、仕事と育児の両立に資する制度又は措置等を知らせ、制度又は措置等の請求等に係る職員

の意向を確認することを追加するものでございます。なお、本条例は、令和７年１０月１日からの施

行とし、附則第２項では経過措置を規定しています。以上、ご審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（寺前伊平君）：ただ今、伊藤村長より提案理由の説明と今井総務課長より詳細説明をいた

だきましたので、これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これより、討論を行います。討

論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：討論なしと認めます。これで、討論を終わります。これより、本案について採

決を行います。日程第６、議案第３３号を原案のとおり可決することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長（寺前伊平君）：ありがとうございます。全員の起立により、日程第６、議案第３３号職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されまし

た。 

 

◎議案第３４号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正 
する条例の制定について 

［上程、説明、質疑、討論、採決］ 
○議長（寺前伊平君）：次に、日程第７、議案第３４号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題と致します。本案についても、議会運営委員会委員長の報告のと

おり即決案件と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：議長。 
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○議長（寺前伊平君）：村長。 

○村長（伊藤収宜君）：本案につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に

伴い、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を容易にするため、部分休業制度の拡充を

図る改正を行うものでございます。詳細につきましては、総務課長より説明申し上げます。 

○総務課長（今井智君）：はい、議長。 

○議長（寺前伊平君）：課長。 

○総務課長（今井智君）：改正の内容について、ご説明いたします。第１８条の改正につきましては、

現行の１日につき２時間を超えない範囲での勤務時間の一部を勤務しない部分休業制度を第１

号部分休業に改めます。第１８条の２から第１８条の４までは、第２号部分休業としまして、１年につ

き、非常勤職員以外の職員は７７時間３０分、非常勤職員は勤務日１日あたりの勤務時間数に１０

を乗じて得た時間を上限に、１時間を単位として、勤務しないことを職員が選択できるよう制度の拡

充を行います。第１８条の５については、部分休業の申し出の内容を変更することが出来る特別の

事情の規定の整備をするものでございます。第１９条及び第２０条は、所要の文言の整理を行って

おります。なお、本条例は、令和７年１０月１日からの施行とし、附則第２項では経過措置を規定し

ております。以上、ご審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（寺前伊平君）：ただ今、伊藤村長より提案理由の説明と今井課長より詳細説明をいただきま

したので、これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これより、討論を行います。討

論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：討論なしと認めます。これで、討論を終わります。これより、本案について採

決を行います。日程第７、議案第３４号を原案のとおり可決することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長（寺前伊平君）：ありがとうございます。全員の起立により、日程第７、議案第３４号職員の育児

休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第３５号御杖村立集会施設等使用条例の一部を改正 
する条例の制定について 

［上程、説明、総括的質疑、むらづくり委員会付託］ 
○議長（寺前伊平君）：次に、日程第８、議案第３５号御杖村立集会施設等使用条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：議長。 

○議長（寺前伊平君）：村長。 

○村長（伊藤収宜君）：桃俣地区の公民館であります桃俣多目的研修センターに隣接しております

三季館は、都市の方との交流を図り、桃俣地区の地域振興や活性化を目的とした施設でございま

す。本案につきましては、この三季館において収容しきれない多くの宿泊団体利用者の対応とし

まして、桃俣多目的研修センターの宿泊料金の条例改正を行うものでございます。よろしくお願い

します。 

○議長（寺前伊平君）：ただ今、提案理由の説明をいただきましたので、これから総括的質疑を行い

ます。質疑はございませんか。 
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（「質疑なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。本案については、議会運営

委員会委員長の報告のとおり、全員協議会で詳細な説明を受け、むらづくり委員会に付託するこ

とにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：異議なしと認めます。したがって、日程第８、議案第３５号御杖村立集会施設

等使用条例の一部を改正する条例の制定については、むらづくり委員会に付託することに決定し

ました。 

 

◎議案第３６号財産の無償譲渡について 
［上程、説明、総括的質疑、むらづくり委員会付託］ 

○議長（寺前伊平君）：次に、日程第９、議案第３６号財産の無償譲渡についてを議題と致します。本

案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：議長。 

○議長（寺前伊平君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：本案につきましては、大字神末赤目グリーンビレッジの別荘地内の村有地２

筆について、有効活用の方策も難しく、また、所有することによる管理責務もあることから、西部商

事株式会社に無償譲渡を行いたく、地方自治法第９６条第６項の規定により、議会の議決をお願

いするものでございます。よろしくご審議お願いします。 

○議長（寺前伊平君）：ただ今、提案理由の説明をいただきましたので、これから総括的質疑を行い

ます。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。本案についても、議会運営委

員会委員長の報告のとおり、全員協議会で詳細な説明を受け、むらづくり委員会に付託すること

にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：異議なしと認めます。したがって、日程第９、議案第３６号財産の無償譲渡に

ついても、むらづくり委員会に付託することに決定しました。 

 

◎議案第３７号御杖村過疎地域持続的発展計画の変更について 
［上程、説明、総括的質疑、むらづくり委員会付託］ 

○議長（寺前伊平君）：次に、日程第１０、議案第３７号御杖村過疎地域持続的発展計画の変更につ

いてを議題と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：議長。 

○議長（寺前伊平君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：本案につきましては、本年度予算において実施しております脱炭素推進事

業について、奈良県との事前協議を終えましたので、過疎地域持続的発展計画の変更について

議決をお願いするものでございます。よろしくご審議の程お願いします。 

○議長（寺前伊平君）：ただ今、提案理由の説明をいただきましたので、これから総括的質疑を行い 

ます。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 
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○議長（寺前伊平君）：質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。本案についても、議会運営委

員会委員長の報告のとおり、全員協議会で詳細な説明を受け、むらづくり委員会に付託すること

にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：異議なしと認めます。したがって、日程第１０、議案第３７号御杖村過疎地域

持続的発展計画の変更についても、むらづくり委員会に付託することに決定しました。 

 

◎議案第３８号令和７年度御杖村一般会計補正予算（第３号） 
の議定について 

［上程、説明、総括的質疑、予算決算委員会付託］ 
○議長（寺前伊平君）：次に、日程第１１、議案第３８号令和７年度御杖村一般会計補正予算第３号の

議定についてを議題と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：議長。 

○議長（寺前伊平君）：はい、村長。 

○村長（伊藤収宜君）：本案につきましては、歳入歳出それぞれに１，６５２万９千円を追加し補正後

の総額を２７億３，１９８万６千円とするものでございます。主な内容ですが、歳入では、令和６年度

の決算収支に合わせ繰越金の増額補正及び基金繰入金の減額を行い、歳出では、障害福祉費

の過年度交付の国庫及び県費補助金精算による返還金の計上と土木関係予算を組み替えする

ものでございます。ご審議の程、よろしくお願いします。 

○議長（寺前伊平君）：ただ今、提案理由の説明をいただきましたので、これから、総括的質疑を行

います。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：疑なしと認めます。これで質疑を終わります。本案については、議会運営委

員会委員長の報告のとおり、全員協議会で詳細な説明を受け、予算決算委員会に付託すること

にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：異議なしと認めます。したがって、日程第１１、議案第３８号令和７年度御杖村

一般会計補正予算第３号の議定については、予算決算委員会に付託することに決定しました。 

 
◎議案第３９号令和７年度御杖村介護保険特別会計補正 
予算（第２号）の議定について 

［上程、説明、総括的質疑、予算決算委員会付託］ 
○議長（寺前伊平君）：次に、日程第１２、議案第３９号令和７年度御杖村介護保険特別会計補正予

算第２号の議定についてを議題と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村

長。 

○村長（伊藤収宜君）：議長。 

○議長（寺前伊平君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：本案につきましては、歳入歳出それぞれに３，７４１万５千円を追加し、補正

後の総額を３億９，０１６万２千円とするものでございます。主な内容ですが、歳入では、令和６年度 

の決算収支に合わせ繰越金の増額補正を行い、歳出では、過年度交付の国庫補助金の精算に

よる返還金及び基金積立金の増額を計上するものでございます。ご審議の程、よろしくお願いしま

す。 
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○議長（寺前伊平君）：ただ今、提案理由の説明をいただきましたので、これから、総括的質疑を行

います。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。本案についても、議会運営委

員会委員長の報告のとおり、全員協議会で詳細な説明を受け、予算決算委員会に付託すること

にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：異議なしと認めます。したがって、日程第１２、議案第３９号令和７年度御杖村

介護保険特別会計補正予算第２号の議定についても、予算決算委員会に付託することに決定し

ました。 

 

◎議案第４０号令和７年度御杖村後期高齢者医療特別会計 
補正予算（第１号）の議定について 

［上程、説明、総括的質疑、予算決算委員会付託］ 
○議長（寺前伊平君）：次に、日程第１３、議案第４０号令和７年度御杖村後期高齢者医療特別会計

補正予算第１号の議定についてを議題と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。

伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：議長。 

○議長（寺前伊平君）：はい、伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：本案につきましては、歳入歳出それぞれ１０万円を追加し、補正後の総額を

５，５８７万６千円とするものでございます。主な内容ですが、保険料還付金の増額を計上するもの

でございます。 ご審議の程、よろしくお願いします。 

○議長（寺前伊平君）：ただ今、提案理由の説明をいただきましたので、これから、総括的質疑を行

います。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。本案についても、議会運営委

員会委員長の報告のとおり、全員協議会で詳細な説明を受け、予算決算委員会に付託すること

にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：異議なしと認めます。したがって、日程第１３、議案第４０号令和７年度御杖村

後期高齢者医療特別会計補正予算第１号の議定についても、予算決算委員会に付託することに

決定しました。 

 

◎認定第１号令和６年度御杖村一般会計歳入歳出決算の認定 
について、認定第２号令和６年度御杖村国民健康保険特別会 
計歳入歳出決算の認定について、認定第３号令和６年度御杖 
村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第 
４号令和６年度御杖村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 
算の認定について、認定第５号令和６年度御杖村簡易水道事 
業会計歳入歳出決算の認定について 
［一括上程、一括説明、一括総括的質疑、一括予算決算委員会付託］ 
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○議長（寺前伊平君）：次に、日程第１４、認定第１号令和６年度御杖村一般会計歳入歳出決算の

認定について、日程第１５、認定第２号令和６年度御杖村国民健康特別会計歳入歳出決算の認

定について、日程第１６、認定第３号令和６年度御杖村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について、日程第１７、認定第４号令和６年度御杖村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について、日程第１８、認定第５号令和６年度御杖村簡易水道事業会計歳入歳出決算の認

定について以上の５議案は、御杖村における令和６年度各会計歳入歳出決算の認定についてで

ございますので、これを一括議題としたいと思いますが、異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：異議なしと認め、令和６年度各会計の歳入歳出決算の認定、５議案について

は、一括議題と致します。まず最初に一般会計歳入歳出決算の認定について、説明を求めます。

伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：議長。 

○議長（寺前伊平君）：村長。 

○村長（伊藤収宜君）：本案につきましては、地方自治法第２３３条の規定により、令和６年度の御杖

村一般会計歳入歳出決算について認定をお願いするものでございます。決算の額でございます

が、歳入総額２６億６，２８３万５４９円、歳出総額２４億９，６８１万２５５円、差引額１億６，６０２万２９４

円でございます。翌年度へ繰り越すべき財源を除いた実質収支額は、１億６，３２５万７，２９４円と

なりました。内容につきましては、会計管理者がご説明を申し上げます。 

○議長（寺前伊平君）：松本会計管理者。 

○会計管理者（松本慶一君）：はい、議長。 

○議長（寺前伊平君）：はい。 

○会計管理者（松本慶一君）：失礼します。令和６年度一般会計決算について、本日提案を致しまし

た概要につきまして、令和６年度決算の内容に関する説明書をお配りさせて頂いておりますので、

こちらに基づきまして概要をご説明致します。１枚めくって頂きまして、１ページをご覧下さい。１．

一般会計決算の概要、予算の執行にあたって、計上した歳入については財源の確保に努め、歳

出については経費の節減と執行の効率化に努めた結果、令和６年度の一般会計歳入歳出決算

額は、決算書の１２５ページの実質収支に関する調書のとおり歳入総額２６億６，２８３万５４９円、

歳出総額２４億９，６８１万２５５円、収支差引額        １億６，６０２万２９４円となりました。収支差引額から、

繰越明許費によって翌年度へ繰り越すべき財源２７６万３千円を差し引いた、１億６，３２５万７，２９

４円の黒字となりました。歳入決算の状況についてでございます。令和６年度の歳入総額は、２６

億６，２８３万円で、前年度と比較して１億９，２０４万４千円減少しています。歳入の主な内訳は、地

方交付税１４億５，４７５万６千円、構成比５４．６％、村債３億６，５００万円、同１３．７％、国、県支出

金３億３，２２９万９千円、同１２．５％、繰越金１億８，５３７万５千円、同７．０％、村税１億３７９万６千

円、同３．９％等となっています。詳細につきましては、次のページ、２ページの第１表、一般会計

歳入決算の内訳のとおりでございますが、朗読は省略させていただきます。第１表の下でございま

す。これを前年度決算額と比較しますと、村税は第２表のとおり、村税１億３７９万６千円、対前年

度５７４万８千円、５．２％の減額となりました。個人村民税については、定額減税により３２５万８千

円、８．７％の減額となり、固定資産税は償却資産の減少により、２０４万１千円、３．２％の減額とな

りました。それぞれの税の状況は次のページ、３ページ、第２表、村税決算の状況のとおりでござ

います。第２表の下でございます。地方譲与税は、７，０４５万８千円で、前年度と比較して１，０５５ 
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万７千円、１７．６％の増額となりました。森林環境譲与税については、森林整備及びその促進に

関する費用に充てることとされており、３，７４７万５千円の交付を受けました。充当した事業等は、

第３表のとおりとなっています。４ページをご覧下さい。地方消費税交付金は、３，３８３万８千円で、

前年度と比べて１１９万９千円、３．７％の増額となりました。消費税率引上げによる増収分の交付

額は、１，８４０万９千円となりました。この増収分については、すべて社会保障施策に要する経費

に充てることとされており、主なものは第４表のとおりです。第４表の下でございます。地方交付税

は、普通交付税と特別交付税あわせて１４億５，４７５万６千円で、前年度に比べて７，４３０万円の

増額となりました。普通交付税については、過疎対策事業債をはじめとする公債費の増加や過年

度交付分の錯誤処理の終了により、８，７４９万９千円の増額となりました。また、交付税の振替措

置とされている臨時財政対策債は、２５０万円を借り入れました。分担金負担金は、前年度に行っ

た県単独基盤整備促進事業や農地、農業用施設災害復旧事業の分担金が減額となりましたので、

２９万３千円、６０．２％の減額となりました。５ページをご覧ください。使用料及び手数料は、広域保

育に伴う保育所保育料や公営住宅使用料等の増加により、３４１万５千円、１４．６％の増額となりま

した。国、県支出金は総額３億３，２２９万９千円で、対前年度６，９３０万２千円、１７．３％の減額と

なりました。これは、国庫支出金の地方道路整備事業や新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金の減額が主な要因です。国、県支出金のうち主なものは、第５表に列記したとおりで

す。第５表の下でございます。財産収入は、２，００２万８千円で前年度と比べて、１，６１１万７千円、

４４．６％の減額となりました。プレミアム商品券売払収入が減額の主な要因です。繰越金は、１億

８，５３７万５千円で、対前年度８２９万３千円、４．７％の増額となっています。諸収入は、２，２７７万

８千円で対前年度１１６万８千円、５．４％の増額となりました。消防団員退職報償金及び後期高齢

者医療市町村負担金過年度精算の増額が主な要因となっています。６ページをご覧下さい。村債

は、借入総額が３億６，５００万円で、対前年度比較では、１億７，５６０万円、３２．５％の減額となり

ました。そのうち、過疎対策事業債については、保健福祉センター長寿命化改修事業をはじめと

する普通建設事業等の財源として、３億６，１２０万円の借入れを行いました。交付税の振替措置

による臨時財政対策債、交付税算入１００％でございます、については、２５０万円の借入れを行い

ました。また、令和５年度からの繰越事業である災害復旧工事の財源として、１３０万円の災害復

旧事業債の借入を行いました。 地方債の目的別借入内訳、過疎対策事業債３億６，１２０万円、

臨時財政対策債２５０万円、災害復旧事業債１３０万円となっております。ここから歳出の説明に移

らせていただきます。歳出決算の状況についてでございます。令和６年度の歳出総額は、２４億９，

６８１万円で、前年度と比較して、１億７，２６８万９千円、６．５％の減額となりました。目的別決算の

主な内訳は、第６表のとおりです。７ページをご覧ください。構成比順に、総務費は、公共施設整

備基金への積立や自治体情報システム標準化事業等の実施により、６億８，２３３万９千円、構成

比２７．３％となりました。民生費は、保健福祉センター長寿命化改修事業や障害者自立支援介護

給付、各特別会計への繰出しにより、６億１，８０２万４千円、同２４．８％となりました。商工費は、み

つえ青少年旅行村リニューアル事業や観光施設の維持管理、株式会社みつえの支援等により、１

億８，０３５万２千円、同７．２％となりました。土木費は、主に、防災、安全交付金事業や橋梁長寿

命化補修事業等の実施により、１億７，０５８万９千円、同６．９％となりました。教育費は、小中学校

の運営や繰越事業である神末中央集落センター改修事業等に係るもので、１億５，９２２万２千円、

同６．４％となりました。衛生費は、東宇陀環境衛生組合や宇陀衛生一部事務組合に対する負担

金のほか、地球温暖化対策の推進等を行い、１億３，５２９万７千円、同５．４％となりました。農林 
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水産業費は、中山間地域等直接支払交付金事業や施業放置林整備事業をはじめとした森林環

境譲与税活用事業等により、１億３，５３８万５千円、同５．４％となりました。消防費は、ドクターヘリ

ポート整備事業や防災計画、防災マニュアルの改訂等を行い、１億７８５万３千円、同４．３％となり

ました。議会費は、議員等の人件費や議事録の作成等に係るもので、３，３２６万３千円、同１．３％

となりました。災害復旧費は、繰越事業である災害復旧工事の実施により、４１２万５千円、同０．

２％となりました。性質別決算の主な内訳は第７表のとおり、人件費が４億７，５１０万８千円、構成

比１９％、普通建設事業費が４億６，５９９万９千円、同１８．７％、補助費が３億７，９５４万１千円、同

１５．２％、物件費が３億４，５６６万５千円、同１３．８％、公債費２億７，０３６万１千円、同１０．８％、

積立金が２億３，０５８万８千円、同９．２％等となっています。前年度決算額と比較しますと、人件

費は、一般職職員の給料や委員報酬の増額等により、１，２５０万９千円、２．７％の増となりました。

８ページをご覧ください。第７表の下でございます。物件費は、自治体情報システム標準化事業等

により、３，０２２万６千円、９．６％の増となりました。維持補修費は、開発センターや保健福祉セン

ター等の修繕により、６８万６千円、６．９％の増となりました。扶助費は、住民税非課税世帯等臨時

特別給付金等給付事業などの減額により、１，１７４万３千円、７．３％の減となりました。補助費は、

一部事務組合に対しては、宇陀衛生一部事務組合負担金の減額等により、３，５５３万６千円、１９．

２％の減となりました。一部事務組合以外の補助費については、令和６年度より法適化となった簡

易水道事業会計への繰出金の増により、１，３２５万円、６．１％の増額となり、補助費全体としまし

ては、２，２２８万６千円、５．５％の減となりました。主な補助費の内訳は第８表のとおりです。９ペー

ジをご覧ください。第８表の下でございます。公債費は、統合校舎整備事業の元金償還開始や単

身者用集合住宅整備事業の利子償還等により、４，７６４万９千円、２１．４％の増となりました。積

立金は、財政調整基金積立が減額しましたが、公共施設整備基金積立の増額により、５，０３７万９

千円、２８．０％増となりました。繰出金は、介護保険特会や簡易水道事業会計等への繰出しの減

額により、２，６７１万２千円、１３．９％の減となりました。普通建設事業費につきましては、単身者用

集合住宅整備事業や桃俣観光案内所トイレ整備事業等の完了により、２億４，６３２万２千円、３４．

６％減額となりました。主な普通建設事業は、第９表のとおりです。以上で一般会計決算の概要説

明を終わらせて頂きます。詳細につきましては、決算事項別明細書や主要施策の成果に関する

報告書をご覧いただきまして、ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

○議長（寺前伊平君）：次に、特別会計歳入歳出決算及び事業会計歳入歳出決算の認定について、

一括して、説明を求めます。伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：議長。 

○議長（寺前伊平君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：本案につきましては、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高

齢者医療特別会計以上３会計は、地方自治法第２３３条の規定により、簡易水道事業会計は地方

公営企業法第３０条の規定により、令和６年度歳入歳出決算ついて、認定をお願いするものでご

ざいます。それぞれの決算概要については、会計管理者よりご説明を申し上げます。よろしくお願

い致します。 

○議長（寺前伊平君）：松本会計管理者。 

○会計管理者（松本慶一君）：はい、議長。 

○議長（寺前伊平君）：はい。 

○会計管理者（松本慶一君）：失礼致します。令和６年度特別会計等の決算につきまして、先程と同 
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じ決算の内容に関する説明書のほうを使ってご説明申し上げます。１０ページをお開き下さい。第 

１０表のとおり、特別会計等の決算状況でございます。つづきまして１１ページをお開き下さい。国

民健康保険特別会計事業勘定の歳入総額は、１億９，５０６万７千円、歳出総額は、１億９，３８６万

６千円、収支差引額は、１２０万１千円となりました。前年度との比較では、歳出において、療養給

付費等の減により、４，３２３万５千円の減額となりました。国民健康保険特別会計診療施設勘定は、

歳入総額９，５７６万３千円、歳出総額９，５７５万７千円、収支差引額は、６千円となりました。前年

度に比べて歳出では、医業費の医療機器の備品購入が増額となり、４２５万７千円の増額となりま

した。介護保険特別会計は、歳入総額４億２，４８３万５千円、歳出総額３億８，７４１万９千円、収支

差引額は、３，７４１万６千円となりました。前年度に比べて歳出では、保険給付費や国庫支出金等

の過年度返還金が減少したため、２，６３４万８千円の減額となりました。後期高齢者医療特別会計

は、歳入総額５，１７３万９千円、歳出総額５，１６５万２千円、収支差引額は、８万７千円となりました。

前年度と比較して、歳出は、後期高齢者医療広域連合への納付金の増加や人件費の新規計上

に伴い、１，１２８万６千円の増額となりました。簡易水道事業会計は、法適化に伴い令和６年度よ

り公営企業会計へ移行しました。収益的収支については、収入総額８，４３８万３千円、支出総額７，

４５４万９千円、収支差引額が９８３万４千円となり、資本的収支については、収入総額４，９５４万１

千円、支出総額７，００５万６千円、収支差引額がマイナス２，０５１万５千円となりました。資本的収

入が資本的支出に対して不足する額２，０５１万５千円は、当年度損益勘定留保資金で補填しまし

た。次に、村債の状況について説明させていただきます。１２ページをご覧ください。３．村債の状

況でございます。村債の目的別の増減及び現在高の状況は、第１１表のとおりです。令和５年度

末における全会計の村債現在高は、３３億４，９４１万４千円でしたが、令和６年度中に、普通建設

事業等の財源として地方債４億６９０万円の借り入れを行い、一方、既に借りている村債について

は、２億８，５２６万３千円の元金償還を行った結果、令和６年度末の借入現在高は、３４億７，１０５

万１千円となり、前年度と比較して、１億２，１６３万７千円、３．６％増加しました。地方債の借り入れ

については、後年において地方交付税によってその償還に対する財源措置のある有利な地方債

の活用を行い、財政負担の軽減に努めています。最後に、基金の状況についてご説明いたしま

す。１３ページをご覧ください。４．基金の状況でございます。令和６年度末における全会計の基金

現在高は、４４億４，６９７万８千円で、各基金別の内訳は、第１２表のとおりです。令和６年度の主

な積立は、公共施設整備基金で、１億８，５５０万円を積み立て、取り崩しでは、ふるさと納税寄附

金を積み立てているふるさとづくり基金について、１，２８１万円を取り崩し、寄附目的に対応する事

業に充当しました。ふるさとづくり基金の目的別充当事業内訳、自然に関する事業が中山間集落

支援交付金に３９２万円、再エネ計画策定業務に２５４万円を充当いたしております。防災の関係

する事業につきましては、防災マニュアル改訂業務１２９万円を充当いたしております。その他の

事業につきまして、防犯カメラ設置事業に対しまして５０６万円を充当させていただいています。以

上で特別会計等決算の概要並びに村債の状況並びに基金の状況についての説明を終わらせて

いただきますが、一般会計同様、詳細につきましては、決算事項別明細書等をご覧いただきまし

て、ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

○議長（寺前伊平君）：ここで、令和６年度一般会計及び特別会計並びに事業会計の決算について、

議会選出監査委員の森議員に決算審査の意見を求めます。森監査委員。 

○３番（森源五君）：はい。 

○議長（寺前伊平君）：はい、森監査委員。 
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○３番（森源五君）：決算審査報告をいたします。お手元の令和６年度御杖村一般会計、特別会計 

の決算審査意見書をご覧いただきたいと思います。この決算審査につきましては、去る８月２２日

に、片桐監査委員とともに審査を実施させて頂きました。決算審査意見書の各諸表の朗読は省略

させて頂き、８ページの決算審査結論の朗読をもって報告に代えさせて頂きたいと思います。令和

６年度決算審査結論、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に基づき、本村の令和

６年度健全化判断比率等について審査したところ全てにおいて基準以下となっている。政府によ

ると、日本経済の現状については、景気は、米国の通商政策等による影響が一部にみられるもの

の、緩やかに回復している。先行きについては、雇用、所得環境の改善や各種政策の効果が緩

やかな回復を支えることが期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクには

留意が必要である。加えて、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に

及ぼす影響なども、我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、金融資本市場の変動等

の影響に引き続き注意する必要があるとのことである。令和６年度は、前年度に引き続き、物価高

騰に対する村民への支援策として、住民税非課税世帯に対し、電力、ガス、食料品等の価格高騰

に対応するための支援給付金の給付が実施され、令和５年度からの繰越事業として、住民税均等

割のみの世帯に対しても臨時特別給付が行われた。また、所得税、住民税の所得税減税と合わ

せて、定額減税を補足するため、定額減税調整給付が実施された。電気料金、燃料価格の値上

がり、食料品の価格高騰など、今後も村民の家計を圧迫する状況が続くことが予想される中、村民

が安心して生活を送ることができるよう力強い支援を行うとともに、地域経済の振興策を講じること

を期待する。自主財源が少ない本村の歳入は、地方交付税によるところが大きく、今後、国の方針

の如何によっては減額となる可能性も十分考えられる。村長をはじめ全職員が一丸となって創意

工夫のうえ限られた財源を最大限に活用し活力ある村づくりに全力を注いでいただくことをお願い

し、令和６年度決算審査の結論といたします。 

○議長（寺前伊平君）：森監査委員ありがとうございました。ただ今、当局よりの説明と、森監査委員

より決算審査に係る意見をいただきました。これから令和６年度各会計決算認定５議案について

一括して、統括的質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。令和６年度各会計決算の認

定についても、議会運営委員長の報告のとおり、全員協議会で詳細な説明を受け、一括して予算

決算委員会に付託することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：異議なしと認めます。したがって、日程第１４、認定第１号から日程第１８、認

定第５号までの令和６年度における一般会計歳入歳出決算及び各特別会計歳入歳出決算並び

に事業会計歳入歳出決算の認定についても、予算決算委員会に付託することに決定しました。 

 

◎認定第６号令和６年度奈良県住宅新築資金等貸付金回収 
管理組合市町村特別会計(御杖村)歳入歳出決算の認定に 
ついて 

［上程、説明、総括的質疑、予算決算委員会付託］ 
○議長（寺前伊平君）：次に、日程第１９、認定第６号令和６年度奈良県住宅新築資金等貸付金回

収管理組合市町村特別会計括弧御杖村分歳入歳出決算の認定についてを議題と致します。本

案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村長。 
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○村長（伊藤収宜君）：議長。 

○議長（寺前伊平君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：本案につきましては、地方自治法第２９２条において準用する地方自治法施

行令第５条第３項の規定により、令和６年度奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合市町村

特別会計御杖村分歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。内容については、総務

課長がご説明を申し上げます。 

○総務課長（今井智君）：はい、議長。 

○議長（寺前伊平君）：総務課長。 

○総務課長（今井智君）：令和７年３月３１日をもって、奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合

が解散したことから、事務を承継した五條市長が決算を行いました令和６年度の市町村特別会計

御杖村分の歳入歳出決算につきまして、議案書１枚めくって決算書をご覧下さい。ページ上段の

表、歳入の収入済額の合計１７万円、その下の表、歳出の支出済額の合計１７万円、歳入歳出差

引残額０円となってございます。ご審議の程、よろしくお願いします。 

○議長（寺前伊平君）：ここで、令和６年度奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合市町村特

別会計括弧御杖村分歳入歳出決算について、議会選出監査委員の森議員に決算審査の意

見を求めます。森監査委員。 

○３番（森源五君）：はい。 

○議長（寺前伊平君）：どうぞ。 

○３番（森源五君）：令和６年度奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合市町村特別会計御杖

村分決算審査を、去る令和７年８月２２日に片桐監査委員と実施しましたので、２審査の意見の朗

読をもって報告とさせて頂きます。令和６年度の市町村特別会計御杖村分における歳入総額及

び歳出総額は１７万円となっている。奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合では、未収金

回収対策として法的措置での対応、普通督促状の送付、面談、電話督促などの対策を講じており

一定の成果が認められていた。御杖村分の回収については、滞納者と面談を行い、分納誓約に

より回収を行なわれた。組合解散後の債権移管にあたっては、引き続きの債権回収に取り組まれ

たい。以上です。 

○議長（寺前伊平君）：森監査委員ありがとうございました。ただ今、当局よりの説明と、森監査委員

より決算審査に係る意見をいただきましたので、これから統括的質疑を行います。質疑はございま

せんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。本案についても、議会運営委

員長の報告のとおり、全員協議会で詳細な説明を受け、予算決算委員会に付託することにしたい

と思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：異議なしと認めます。したがって、日程第１９、認定第６号令和６年度奈良県

住宅新築資金等貸付金回収管理組合市町村特別会計括弧御杖村分歳入歳出決算の認定につ

いても、予算決算委員会に付託することに決定しました。 

 

◎諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める 
ことについて 

［上程、説明、答申案配布］ 
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○議長（寺前伊平山岡隆良君）：次に、日程第２０、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦につき

意見を求めることについてを議題と致します。本案については、議会運営委員長の報告のとおり

即決案件と致します。本案について、提案理由の説明を求めます。伊藤村長。 

○村長(伊藤収宜君)：議長。 

○議長（寺前伊平君）：村長。 

○村長(伊藤収宜君)：人権擁護委員候補者の推薦につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。法務大臣より委嘱され、現在人権擁護委員にご就任いただいています鈴木紀子氏が令和７

年１２月３１日で任期満了となられます。人権擁護委員法第６条第３項の定めるところにより、法務

大臣に対し、再任の候補者として推薦したく、議会の意見を求めるものでございます。鈴木氏は、

長年教職に身を置かれ、退職後は人権擁護委員として平成２９年から３期にわたり、人権思想の

普及と人権の擁護に努められ、人権相談を初め、多方面に献身的なご努力をいただいております。

この豊富な経験と実績をもって、さらに充実した人権擁護委員活動を行っていただけるものと確信

し、再任の推薦をしようとするものです。よろしくご審議の程、お願い申し上げまして、推薦理由の

説明といたします。 

○議長（寺前伊平君）：ただ今、提案理由の説明をいただきました。本案につきましては、御杖村議

会会議規則第５９条第４項の規定により、質疑及び討論を省略したいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：異議なしと認めます。したがって、日程第２０、諮問第２号については、質疑

及び討論を省略します。ただ今より、答申案を配布いたしますので、一読願います。ここで暫時休

憩いたします。整い次第再開いたします。  

 

◎休憩（午前１１時３２分） 

○議長(寺前伊平君)：ここで暫時休憩いたします。整い次第再開いたします。 

 

【森本事務局長答申案配布】 

 

◎再会（午前１１時３３分） 

○議長（寺前伊平君）：休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 

◎諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を 

求めることについて 

［採決］ 
○議長（寺前伊平君）：これより、日程第２０、諮問第２号について採決を行います。本案諮問に対し、

休憩中にお手元に配布いたしました答申案のとおり適任である旨の意見を附して、答申したいと

思います。これに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長（寺前伊平君）：ありがとうございます。全員の起立により、日程第２０、諮問第２号人権擁護委

員候補者の推薦につき意見を求めることについては、適任として答申することに決定しました。 

 

－21－ 



◎同意第７号御杖村固定資産評価審査委員会の委員選任 
につき同意を求めることについて、同意第８号御杖村固定 
資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求めること 
について 

［一括上程、一括説明］ 
○議長（寺前伊平君）：次に、日程第２１、同意第７号及び日程第２２、同意第８号については、御杖

村固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求めるものですので、これを一括議題とし

たいと思いますが、異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：異議なしと認め、日程第２１、同意第７号及び日程第２２、同意第８号につい

ては、一括議題と致します。なお、日程第２１、同意第７号及び日程第２２、同意第８号の御杖村固

定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求めることについても、議会運営委員会委員長

の報告のとおり即決案件と致します。それでは、日程第２１、同意第７号及び日程第２２、同意第８

号の御杖村固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求めることについて、一括して提

案理由の説明を求めます。伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：議長。 

○議長（寺前伊平君）：はい、伊藤村長。 

○村長（伊藤収宜君）：本２議案につきましては、同趣旨の議案でございますので、あわせて説明を

させていただきます。固定資産評価審査員会の委員３名のうち、２名の方が１２月１３日付けをもっ

て任期満了となります。地方税法の規定によりまして、委員は当該市町村の住民、市町村民税の

納税義務がある者、または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町

村の議会の同意を得て、市町村長が選任することになっております。今回、選任同意をお願いし

ますのは、再任として大字菅野の水口尉之氏です。水口氏は、役場職員として勤務し、税務課職

員、また税務課長として勤務した経験をお持ちで、固定資産の評価についても熟知しており、適

任者として再任のお願いするものです。また、もう一人の方は、大字土屋原の丸山栄氏です。ご存

知のとおり丸山氏は、御杖村役場に長年勤務され、行政経験と知識が豊富な方であることから、

適任者としてお願いするものでございます。任期は、両氏とも令和７年１２月１４日から令和１０年 

１２月１３日までの３ヶ年です。 

同意いただけますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（寺前伊平君）：ただ今、提案理由の説明をいただきました日程第２１、同意第７号及び日程

第２２、同意第８号の同意２件につきましても、御杖村議会会議規則第５９条第４項の規定により、

質疑及び討論を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：異議なしと認めます。したがって、日程第２１、同意第７号及び日程第２２、同

意第８号についても、質疑及び討論を省略致します。 

 

◎同意第７号御杖村固定資産評価審査委員会の委員選任 
につき同意を求めることについて 

［採決］ 
○議長（寺前伊平君）：これより案件ごとについて採決を行います。まず先に、日程第２１、同意第７

号について採決を行います。これに同意することに賛成の方は、起立願います。 
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（全員／起立） 

○議長（寺前伊平君）：ありがとうございます。全員の起立により、日程第２１、同意第７号御杖村固定

資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求めることについては、同意することに決定しまし

た。 

 

◎同意第８号御杖村固定資産評価審査委員会の委員選任 
につき同意を求めることについて 

［採決］ 
○議長（寺前伊平君）：次に、日程第２２、同意第８号について採決を行います。これに同意すること

に賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長（寺前伊平君）：ありがとうございます。全員の起立により、日程第２２、同意第８号御杖村固定

資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求めることについても、同意することに決定しまし

た。 

 

◎報告第２号令和６年度御杖村教育委員会の権限に属する 

事務の管理及び執行の状況に関する点検・評価の報告に 

ついて 

［原案報告済］ 
○議長（寺前伊平君）：次に、日程第２３、報告第２号令和６年度御杖村教育委員会の権限に属する

事務の管理及び執行の状況に関する点検・評価の報告についてを議題と致します。本案につい

ても、議会運営委員長の報告のとおり本日報告願います。本案について、内容の説明を求めます。

鈴木教育長。 

○教育長（鈴木泰弘君）：議長。 

○議長（寺前伊平君）：鈴木教育長。 

○教育長（鈴木泰弘君）：失礼します。令和６年度御杖村教育委員会の権限に属する事務の管理及

び執行の状況について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定により教育

委員による点検、評価を行った内容について、結果を提出し報告をさせていただきます。なお、お

手元の報告書の評価基準については、表紙の裏面にありますＡＢＣＤ４段階の評価となっておりま

す。教育委員会では、第４次御杖村長期総合計画に基づいて、学校教育、社会教育及び、社会

体育、文化の振興のために、教育行政を推進しております。教育行政の事務の管理、執行につき

ましては、７月２８日の教育委員会議におきまして、教育委員による点検、評価を実施しました。ま

た、第三者による評価、検証をいただきました。大項目として、①教育委員の活動、②総務、学校

教育関係、③社会教育、文化、社会体育関係、④総務管理４つの観点から。中項目では、教育委

員会活動を４項目、総務、学校教育関係を７項目、社会教育、文化、体育関係を１２項目、総務管

理を２項目としてまとめております。小項目毎の点検、評価では、文章表記と共に４段階評価を記

載しています。管理執行状況について、細かなことは報告書のとおりでありますけれども、点検、

評価の中から何点かについてご説明、報告申し上げます。教育委員の活動についてということで、

月例の委員会では、教育活動の現状把握、理解につとめながら、学校教育の内容や教育委員会

の業務について、様々な意見や提起をいただき、本村教育の充実に向けた協議を行うことができ 
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ました。曽爾村教育委員会との合同研修会では、両村の教育課題についても交流し合うことがで

きたと考えます。村長と教育委員との総合教育会議においても、単式学級維持のための村費教員

の配置や、部活動の地域移行等、直面する教育課題についての協議を行いました。総務、学校

教育関係についてということで、小学校、中学校では御杖村の学校教育の基本方針を受けて、小

中学校の教育の一貫性を確保し、児童生徒の学力の向上と豊かな心の育成、コミュニケーション

能力の伸長や規範意識の確立を目指して、教育を進めてきたころです。小中学校の教員が、９年

間を通しての学びを合い言葉に、教育活動を進めてきました。中学校教員の乗り入れ授業の実施

や、部活動体験、小中合同の集会や全職員と児童生徒との交流を行い、一貫教育の充実に努め

てまいりました。小中一貫教育の充実に向けて、全ての小中教員が共通認識を持ちながら、五つ

の研究部会での研究を進めることもできたと考えております。今後に向けた課題もあるところであり

ますが、一歩、一歩進めて参りたいと思います。ＩＣＴ教育推進については、全ての普通教室に電

子黒板用プロジェクター設置が整い、児童生徒の視覚による学習理解や興味関心を高めることに

もつながりました。また、地震の時の児童生徒の安全確保を確実なものにするための、緊急地震

速報発信端末設置を行いました。小学校においての学級編成は、単式学級の維持が重要です。

令和６年度は、村費講師を１名配置いただき、県費の教員と合わせ、単式学級による体制を維持

することができました。また、特別支援教育支援員も配置され、支援を必要とする児童に適切な支

援態勢をとることができました。中学校における教職員について、国の基準定数ではすべての教

科の教員の配置ができないため、不足を生じた教科については、県費の非常勤講師の配置を求

め、教育活動に支障をきたさないよう務めました。就学に関する事務や転出入事務、教育支援委

員会の運営も適正に行うことができたと考えております。社会教育とも重なりますが、地域学校パ

ートナーシップ事業では、学校運営協議会と学校協働実行委員会が連携し、総合的な学習を中

心に、学習活動を支援することができました。2 月には、コミュニティースクールと地域学校協働活

動の一体的推進に係る文部科学大臣表彰を受賞しました。社会教育、社会体育、文化について

でございます。家庭教育学級、女性学級、公民館の各種教室、団体やサークルも、高齢化、人口

減少の中で、従来行われていた事業が円滑に進まないといった課題も明らかになっています。社

会教育に関する諸団体の組織運営についても、内容やニーズを検討しなが取り組む必要があると

考えております。そのような中ではありますが、高齢者学級(歴史探訪)については、５年ぶりに開催

することができました。７０名の参加を得て、法隆寺、東大寺での研修を行いました。女性学級では

合同研修やクリーンキャンペーン、生け花教室、家庭教育学級では親子ふれあい体操教室など

が実施されました。村内各公民館でも、工夫を凝らした催しも行われたところであります。体育協会

事業では、コロナ禍で中止をしてきた夏山教室を、実施しました。日帰りの開催となりましたが多く

の方々に参加をいただきました。スポーツ推進委員の研修会、村民ゴルフ大会、ボーリング大会も

例年通り開催することができました。放課後一時預かり事業は、全小学生が登録し、延べ参加者

数が三千人を超えるという状況となっております。村の組織再編により、人権施策に関する業務が

教育委員会に移行され、人権啓発活動推進本部の活動や、７月と１２月の村民集会の計画、運営

を行いました。最後に、伊勢本街道鞍取峠、桜峠及び岩坂峠の地質調査並びに発掘調査の後、

文化庁に対しての文化財登録に向けた手続きを行っていましたが、令和６年度１０月に、文化庁よ

り文化財登録が承認されました。令和７年から８年にかけて、伊勢本街道三つの峠の保存活用計

画を策定する運びとなります。最後のページに、第三者による評価を、学校運営協議会の鈴木紀

子さんにいただきましたので、ご覧下さればと思います。以上、報告書と若干の説明をもちまして 
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令和６年度、管理執行状況、評価についての報告とさせていただきます。  

○議長（寺前伊平君）：ただ今、内容の説明をいただきましたので、質疑に入ります。質疑は、ござい

ませんか。 

「質疑なし」の声あり 

○議長（寺前伊平君）：質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。以上で、日程第２３、報告第

２号令和６年度御杖村教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に関する点検、

評価の報告についてを終わります。 

 

◎散会の宣言 

○議長（寺前伊平君）：以上をもって、本日の日程は全て終了致しました。次回の本会議は９月１９日

金曜日、午前１０時より開くことに致します。本日は、これにて散会致します。お疲れ様でした。 

 

（午前１１時４９分散会） 
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（令和７年９月１９日） 
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令和７年第３回（９月）御杖村議会定例会（第２号） 

令和７年９月１９日（金） 

開議 午前１０時００分 

◎議事日程［審議結果］ 

 日程第１   議案第３５号   ［原案可決］ 

御杖村立集会施設等使用条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第２   議案第３６号   [原案可決] 

財産の無償譲渡について 

 日程第３   議案第３７号   [原案可決] 

御杖村過疎地域持続的発展計画の変更について 

 日程第４   議案第３８号   [原案可決] 

令和７年度御杖村一般会計補正予算（第３号）の議定について 

 日程第５   議案第３９号   [原案可決] 

令和７年度御杖村介護保険特別会計補正予算（第２号）の議定について 

 日程第６   議案第４０号   [原案可決] 

令和７年度御杖村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の議定について 

 日程第７   認定第１号    [原案可決] 

令和６年度御杖村一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第８   認定第２号    [原案可決] 

令和６年度御杖村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第９   認定第３号    [原案可決] 

令和６年度御杖村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第１０  認定第４号    [原案可決] 

令和６年度御杖村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第１１  認定第５号    [原案可決] 

令和６年度御杖村簡易水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第１２  認定第６号    [原案可決] 

令和６年度奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合市町村特別会計 

(御杖村)歳入歳出決算の認定について 

 日程第１３  発委第５号    ［原案決定］ 

           閉会中の継続調査申出について（議会運営委員会） 

 日程第１４  発委第６号    ［原案決定］ 

           閉会中の継続調査申出について（むらづくり委員会） 

◎本日の開議に付した事件 

      議事日程に同じ 

◎出席議員（７名） 

      議 長  寺 前 伊 平 君    副議長  山 岡 隆 良 君 

      １ 番  影 山 英 章 君      ２ 番  小 田 靜 男 君 

      ３ 番   森  源 五 君      ４ 番  福 田 麻衣子 君 

７ 番  盛 岡 英 成 君 

◎欠席議員（０名） 

 

◎会議録署名議員 

       ６ 番  山 岡 隆 良 君       ７ 番   盛 岡 英 成 君  

◎地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職・指名 

村      長         伊 藤  収 宜 君 

副  村  長         中 嶋  英 樹 君 

教  育  長            鈴 木  泰 弘 君 
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総務課長           今 井   智  君 

むらづくり振興課長     片 岡  保 昌 君 

産業建設課長        中 村  康 幸 君 

住民生活課長        仲 子  雄 史 君 

政策推進課長        古 谷 匡 敏 君 

保健福祉課長        川 上 隆 二 君 

会計管理者         松 本 慶 一 君 

教育委員会事務局次長  古 谷 依 子 君 

◎職務のため議場に出席した事務局職員 

      事務局長    森 本 成 則 君 

 

 

閉会  午前１０時３１分 
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◎[発言記録] 
（午前１０時００分開議） 

 

◎開会及び開議の宣言 
 

○議長（寺前伊平君）：皆さん、おはようございます。本日の令和７年第３回御杖村議会定例会の続

会をご案内させていただいたところ、ご出席をいただきありがとうございます。全議員が出席でござ

います。地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配布の日程第２号のとおりと致します。 

 

◎議案第３５号御杖村立集会施設等使用条例の一部を改正 
する条例の制定について、議案第３６号財産の無償譲渡に 
ついて、議案第３７号御杖村過疎地域持続的発展計画の 
変更について 

［一括上程、一括委員長報告、一括委員長質疑］ 

○議長（寺前伊平君）：それでは、議事に入ります。日程第１､議案３５号御杖村立集会施設等使用

条例の一部を改正する条例の制定について、日程第２､議案第３６号財産の 無償譲渡について、

日程第３､議案第３７号御杖村過疎地域持続的発展計画の変更について以上の３議案につきまし

ては、むらづくり委員会へ付託した案件でございますので、これを一括議題としたいと思いますが、

異議ありませんか。 

「異議なし」の声あり 

○議長（寺前伊平）：異議なしと認め、一括議題と致します。。日程第１、議案第３５号、日程第２、議

案第３６号、日程第３、議案第３７号について、御杖村議会会議規則第４１条第１項の規定に基づ

き、むらづくり委員会委員長より一括して審査経過及び結果の報告をお願いします。盛岡委員長。 

○７番（盛岡英成君）：はい、議長。 

○議長（寺前伊平君）：盛岡委員長。 

○７番（盛岡英成君）：７番、盛岡。 

○７番（盛岡英成君）：それでは、むらづくり委員会に付託されました、議案第３５号御杖村立集会施

設等使用条例の一部を改正する条例の制定について、議案第３６号財産の無償譲渡について、

議案第３７号御杖村過疎地域持続的発展計画の変更につきまして、その審査の経緯と結果につ

いて、報告させていただきます。審査の経緯でございますが、去る９月９日の本会議におきまして、

議案第３５号から議案第３７号の３件の議案が、付託されたことにより、９月１２日金曜日、午前９時

から当委員会を開催いたしました。審査の経過でございますが、議案ごとに９月１０日の全員協議

会において説明いただいた以外に、提案理由及び内容について追加説明の有無を当局へ確認

後、質疑及び討論と採決を行いました。質疑では、委員より質疑が行われ、村当局より答弁をいた

だきましたが、内容については皆さん出席の委員会ですので、割愛をさせていただきます。採決

の結果につきましては、議案第３５号御杖村立集会施設等使用条例の一部を改正する条例の制

定について、議案第３６号財産の無償譲渡について、議案第３７号御杖村過疎地域持続的発展

計画の変更についての以上３案件ともに、全員の賛成により、原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。以上、簡単ではございますが、むらづくり委員会の報告とさせていただきます。 

○議長（寺前伊平君）：盛岡委員長、ご苦労様でした。これから、むらづくり委員会委員長報告に対

する質疑を一括して行います。質疑は、ございませんか。 
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（「質疑なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎議案第３５号御杖村立集会施設等使用条例の一部を改正 
する条例の制定について 

［討論、採決］ 

○議長（寺前伊平君）：続いて議案ごとに、討論及び採決を行います。先ず、日程第１､議案第３５号

御杖村立集会施設等使用条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、討論を行いま

す。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決

を行います。本案に対するむらづくり委員会委員長の報告は、可決です。日程第１、議案第３５号

を、むらづくり委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長（寺前伊平君）：ありがとうございます。全員の起立により、日程第１､議案第３５号御杖村立集

会施設等使用条例の一部を改正する条例の制定については、むらづくり委員会委員長の報告の

とおり可決されました。 

 

◎議案第３６号財産の無償譲渡について 
［討論、採決］ 

○議長（寺前伊平君）：次に、日程第２､議案第３６号財産の無償譲渡についてを議題とし、討論を行

います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決

を行います。本案に対するむらづくり委員会委員長の報告は、可決です。日程第２、議案第３６号

も、むらづくり委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長（寺前伊平君）：ありがとうございます。全員の起立により、日程第２､議案第３６号財産の無償

譲渡についても、むらづくり委員会委員長の報告のとおり可決されました。 

 

◎議案第３７号御杖村過疎地域持続的発展計画の変更について 
［討論、採決］ 

○議長（寺前伊平君）：次に、日程第３､議案第３７号御杖村過疎地域持続的発展計画の変更につ

いてを議題とし、討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決

を行います。本案に対するむらづくり委員会委員長の報告は、可決です。日程第３、議案第３７号

も、むらづくり委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長（寺前伊平君）：ありがとうございます。全員の起立により、日程第３､議案第３７号御杖村過疎

地域持続的発展計画の変更についても、むらづくり委員会委員長の報告のとおり可決されました。 
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◎議案第３８号令和７年度御杖村一般会計補正予算（第３号） 

の議定について、議案第３９号令和７年度御杖村介護保険 

特別会計補正予算（第２号）の議定について、議案第４０号 

令和７年度御杖村後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

１号）の議定について 

［一括上程、一括委員長報告、一括委員長質疑］ 
○議長（寺前伊平君）：次に、日程第４､議案３８号令和７年度御杖村一般会計補正予算第３号の議

定について、日程第５､議案第３９号令和７年度御杖村介護保険特別会計補正予算第２号の議定

について、日程第６､議案第４０号令和７年度御杖村後期高齢者医療特別会計補正予算第１号の

議定について以上の３議案につきましては、予算決算委員会へ付託した案件でございますので、

これを一括議題としたいと思いますが、異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：異議なしと認め、一括議題と致します。日程第４、議案第３８号、日程第５、議

案第３９号、日程第６、議案第４０号について、御杖村議会会議規則第４１条第１項の規定に基づ

き、予算決算委員会委員長より一括して審査経過及び結果の報告をお願いします。福田委員長。 

○４番（福田麻衣子君）：はい、議長。 

○議長（寺前伊平君）：福田委員長。 

○４番（福田麻衣子君）：４番、福田。 

○４番（福田麻衣子君）：それでは、予算決算委員会を代表しまして、当委員会に付託されました、

議案第３８号から議案第４０号の補正予算３件につきまして、一括して、審査の経緯と経過及び結

果について報告をさせていただきます。まず、審査の経緯でございますが、去る９月９日の本会議

におきまして、補正予算３件及び決算認定６件の合計９件の議案が付託されたことにより、９月１６

日火曜日、午前９時から予算決算委員会を開催いたしました。審査の経過でございますが、会計

ごとに９月１０日の全員協議会において説明いただいた以外に、提案理由及び内容について追加

説明の有無を当局へ確認後、質疑及び討論と採決を行いました。質疑では、委員より多くの質疑

が行われ、村当局より答弁をいただきましたが、内容については全議員出席の委員会ですので、

割愛をさせていただきます。採決の結果につきましては、補正予算３件ともに全員の賛成により、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上、簡単ではございますが、予算決算委員会

の報告とさせていただきます。 

○議長（寺前伊平君）：福田委員長、ご苦労様でした。これから、福田予算決算委員会委員長報告

に対する質疑を一括して行います。質疑は、ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎議案第３８号令和７度御杖村一般会計補正予算（第３号）の 
議定について 

［討論、採決］ 

○議長（寺前伊平君）：続いて議案ごとに、討論及び採決を行います。先ず、日程第４､議案第３８号

令和７年度御杖村一般会計補正予算第３号の議定についてを議題とし、討論を行います。討論

はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 
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○議長（寺前伊平君）：討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決を

行います。本案に対する予算決算委員会委員長の報告は、可決です。日程第４、議案第３８号を、

予算決算委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長（寺前伊平君）：ありがとうございます。全員の起立により、日程第４､議案第３８号令和７年度

御杖村一般会計補正予算第３号の議定については、予算決算委員会委員長の報告のとおり可

決されました。 

 

◎議案第３９号令和７年度御杖村介護保険特別会計補正予算 

（第２号）の議定について 

［討論、採決］ 

○議長（寺前伊平君）：次に、日程第５､議案第３９号令和７年度御杖村介護保険特別会計補正予算

第２号の議定についてを議題とし、討論を行います。討論はありませんか。 

「討論なし」の声あり 

○議長（寺前伊平君）：討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決を

行います。本案に対する予算決算委員会委員長の報告は、可決です。日程第５、議案第３９号も、

予算決算委員会委員長の 報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長（寺前伊平君）：ありがとうございます。全員の起立により、日程第５､議案第３９号令和７年度

御杖村介護保険特別会計補正予算第２号の議定についても、予算決算委員会委員長の報告の

とおり可決されました。 

 

◎議案第４０号令和７年度御杖村後期高齢者医療特別会計 

補正予算（第１号）の議定について 

［討論、採決］ 

○議長（寺前伊平君）：次に、日程第６､議案第４０号令和７年度御杖村後期高齢者医療特別会計補

正予算第１号の議定についてを議題とし、討論を行います。討論はありませんか。 

「討論なし」の声あり 

○議長（寺前伊平君）：討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決を

行います。本案に対する予算決算委員会委員長の報告は、可決です。日程第６、議案第４０号も、

予算決算委員会委員長の 報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長（寺前伊平君）：ありがとうございます。全員の起立により、日程第６､議案第４０号令和７年度

御杖村後期高齢者医療特別会計補正予算第１号の議定についても、予算決算委員会委員長の

報告のとおり可決されました。 
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◎認定第１号令和６年度御杖村一般会計歳入歳出決算の 

認定について、認定第２号令和６年度御杖村国民健康保 

険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第３号 

令和６年度御杖村介護保険特別会計歳入歳出決算の認 

定について、認定第４号令和６年度御杖村後期高齢者医 

療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第５号令 

和６年度御杖村簡易水道事業会計歳入歳出決算の認定 

について認定第６号令和６年度奈良県住宅新築資金等貸 

付金回収管理組合市町村特別会計(御杖村)歳入歳出決 

算の認定について 

［一括上程、一括委員長報告、一括委員長質疑］ 

○議長（寺前伊平君）：次に、日程第７､認定第１号令和６年度御杖村一般会計歳入歳出決算の認

定について、日程第８､認定第２号令和６年度御杖村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について、日程第９､認定第３号令和６年度御杖村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、日程第１０､認定第４号令和６年度御杖村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について、日程第１１､認定第５号令和６年度御杖村簡易水道事業会計歳入歳出決算の認定

について、日程第１２､認定第６号令和６年度奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合市町

村特別会計括弧御杖村分歳入歳出決算の認定について以上の６議案につきましても、予算決算

委員会へ付託した案件でございますので、これを一括議題としたいと思いますが、異議ありません

か。 

「異議なし」の声あり 

○議長（寺前伊平）：異議なしと認め、一括議題と致します。日程第７、認定第１号、日程第８、認定

第２号、日程第９、認定第３号、日程第１０、認定第４号、日程第１１、認定第５号、日程第１２、認定

第６号について、御杖村議会会議規則第４１条第１項の規定に基づき、予算決算委員会委員長よ

り一括して審査経過及び結果の報告をお願いします。福田委員長。 

○４番（福田麻衣子君）：はい、議長。 

○議長（寺前伊平君）：福田委員長。 

○４番（福田麻衣子君）：４番、福田。 

○４番(福田麻衣子君)：それでは、認定第１号から認定第６号の各会計歳入歳出決算認定の６件に

つきまして、一括して、審査経過及び結果について報告をさせていただきます。審査の経緯につ

きましては、先に報告させていただきましたとおりでございます。審査の経過でございますが、全６

会計を一括議題とし、９月１０日の全員協議会において説明いただいた以外に、提案理由及び内

容について追加説明の有無を当局へ確認後、質疑を行いました。委員より多くの質疑が行われ、

村当局より答弁をいただきましたが、内容については全議員出席の委員会ですので、割愛をさせ

ていただきます。その後、一般会計及び特別会計並びに事業会計ごとに討論及び採決を行い、

全６会計ともに全員の賛成により、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。以上、簡単で

はございますが、予算決算委員会の報告とさせていただきます。 

○議長（寺前伊平君）：福田委員長、ご苦労様でした。これから、予算決算委員会委員長報告に対

する質疑を一括して行います。質疑は、ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 
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○議長（寺前伊平君）：質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 

◎認定第１号令和６年度御杖村一般会計歳入歳出決算の 
認定について 

［討論、採決］ 

○議長（寺前伊平君）：続いて議案ごとに、討論及び採決を行います。先ず、日程第７､認定第１号令

和６年度御杖村一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題とし、討論を行います。討論はあり

ませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決

を行います。本案に対する予算決算委員会委員長の報告は、認定です。日程第７、認定第１号を、

予算決算委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長（寺前伊平君）：ありがとうございます。全員の起立により、日程第７､認定第１号令和６年度御

杖村一般会計歳入歳出決算の認定については、予算決算委員会委員長の 報告のとおり認定さ

れました。 

 

◎認定第２号令和６年度御杖村国民健康保険特別会計歳入 
歳出決算の認定について 

［討論、採決］ 

○議長（寺前伊平君）：次に、日程第８､認定第２号令和６年度御杖村国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の認定についてを議題とし、討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決

を行います。本案に対する予算決算委員会委員長の報告は、認定です。日程第８、認定第２号も、

予算決算委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長（寺前伊平君）：ありがとうございます。全員の起立により、日程第８､認定第２号令和６年度御

杖村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についても、予算決算委員会委員長の報告の

とおり認定されました。 

 

◎認定第３号令和６年度御杖村介護保健特別会計歳入歳出 
決算の認定について 

［討論、採決］ 

○議長（寺前伊平君）：次に、日程第９､認定第３号令和６年度御杖村介護保険特別会計歳入歳出 

決算の認定についてを議題とし、討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決

を行います。本案に対する予算決算委員会委員長の報告は、認定です。日程第９、認定第３号も、

予算決算委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 
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○議長（寺前伊平君）：ありがとうございます。全員の起立により、日程９､認定第３号令和６年度御杖

村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についても、予算決算委員会委員長の報告のとおり

認定されました。 

 

◎認定第４号令和６年度御杖村後期高齢者医療特別会計 
歳入歳出決算の認定について 

［討論、採決］ 

○議長（寺前伊平君）：次に、日程第１０､認定第４号令和６年度御杖村後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定についてを議題とし、討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決

を行います。本案に対する予算決算委員会委員長の報告は、認定です。日程第１０、認定第４号

も、予算決算委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長（寺前伊平君）：ありがとうございます。全員の起立により、日程１０､認定第４号令和６年度御

杖村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についても、予算決算 委員会委員長の報

告のとおり認定されました。 

 

◎認定第５号令和６年度御杖村簡易水道事業会計歳入歳出 
決算の認定について 

［討論、採決］ 

○議長（寺前伊平君）：次に、日程第１１､認定第５号令和６年度御杖村簡易水道事業会計歳入歳出 

決算の認定についてを議題とし、討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決

を行います。本案に対する予算決算委員会委員長の報告は、認定です。日程第１１、認定第５号

も、予算決算委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長（寺前伊平君）：ありがとうございます。全員の起立により、日程第１１､認定第５号令和６年度

御杖村簡易水道事業会計歳入歳出決算の認定についても、予算決算委員会委員長の報告のと

おり認定されました。 

 

◎認定第６号令和６年度奈良県住宅新築資金等貸付金回収 
管理組合市町村特別会計(御杖村)歳入歳出決算の認定に 
ついて 

［討論、採決］ 

○議長（寺前伊平君）：次に、日程第１２､認定第６号令和６年度奈良県住宅新築資金等貸付金回収

管理組合市町村特別会計括弧御杖村分歳入歳出決算の認定についてを議題 とし、討論を行

います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより、本案について採決 
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を行います。本案に対する予算決算委員会委員長の報告は、認定です。日程第１２、認定第６号

も、予算決算委員会委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（全員／起立） 

○議長（寺前伊平君）：ありがとうございます。全員の起立により、日程第１２､認定第６号令和６年度

奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合市町村特別会計括弧御杖村分歳入歳出決算の認

定についても、予算決算委員会委員長の報告のとおり認定されました。 

 

◎発委第５号閉会中の継続調査申出について（議会運営委員会） 
［上程、採決］ 

○議長（寺前伊平君）：次に、日程第１３､発委第５号閉会中の継続調査申出についてを議題としま

す。議会運営委員会委員長から、お手元の資料のとおり御杖村議会会議規則第７５条の規定によ

り、本会議の会期日程等、議会の運営に関する事項について、閉会中における継続調査の申し

出がありました。お諮りします。議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査

とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：異議なしと認めます。したがって、議会運営委員会委員長からの申し出の と

おり、議会運営委員会を閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

◎発委第６号閉会中の継続調査申出について（むらづくり委員会） 
［上程、採決］ 

○議長（寺前伊平君）：次に、日程第１４､発委第６号閉会中の継続調査申出についてを議題としま

す。むらづくり委員会委員長から、お手元の資料のとおり御杖村議会会議規則第７５条の規定に

より、むらづくり施策に関する事項について、閉会中における継続調査の申し出がありました。     

お諮りします。むらづくり委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の 継続調査とすることにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（寺前伊平君）：異議なしと認めます。したがって、むらづくり委員会委員長からの申し出のと

おり、むらづくり委員会を閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

◎閉議及び閉会の宣言 
○議長（寺前伊平君）：以上をもって、本日の日程は全部終了致しました。本日の会議を閉じます。     

よって、令和７年第３回御杖村議会定例会を閉会します。お疲れ様でした。 

 

 

 

（午前１０時３１分閉会） 
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